
「介護の日」記念イベントの実施について 
 
 
１ 介護の日とは 
  厚生労働省においては、“介護について理解と認識を深め、介護従事者、
介護サービス利用者及び介護家族を支援するとともに、利用者、家族、介護
従事者、それらを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点
から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施
するための日”として、「11 月 11 日」を「介護の日」と決めたもの。 

 
 
２ 事業内容 
（１）実施時期 平成 22 年 11 月 11 日（木）19 時から 
（２）実施場所 ウェル戸畑 大ホール 
（３）事業内容 記念イベントに相応しい「講演会」等 
（４）対  象 介護サービス利用者及びその家族、介護従事者等 
（５）参 加 費 無料 
（６）主催団体 福岡県、北九州市など関係団体で構成予定 
 

 
３ その他 
（１）質の向上委員会構成団体に対する依頼内容 

・ 11 月 11 日イベントの広報（施設、事業所においてポスター等の掲示）
及び各団体の構成員への参加要請 

・ 「介護の日」を広く周知するため、11 月 11 日の前後 1 ヶ月の間で、
各団体で実施を予定している事業（例えば、勉強会、講演会等）に
「介護の日」の冠をつけていただくこと。その際、本市としては、
後援などの協力が可能と考えている。 

 
（２）福岡県について 

福岡県については、昨年、福岡市で「福岡県 介護の日のつどい」を実
施しており、今年度は、北九州地区で行いたい意向であるので、主催団
体に加わるものである。 






